
平成 27年度救急業務のあり方に関する検討会（第２回） 

議 事 次 第 

 

日 時：平成 27年 11月 27日（金） 14 時 00 分～16 時 00 分 

場 所：主婦会館プラザエフ地下２階会議室「クラルテ」 

 

1. 開  会 

2. 挨 拶（消防庁次長） 

3. 委 員 紹 介 

4. 議  事 

（１）救急業務のあり方に関する検討会（第１回）の継続検討 

（２）各ワーキンググループからの中間報告 

（３）その他 

5. 閉  会 

 

【配布資料】 

 

資   料 平成 27年度救急業務のあり方に関する検討会～第２回資料 
       
 



   

平成 27年度救急業務のあり方に関する検討会開催要綱 

 

（開 催） 

第１条 消防庁救急企画室（以下｢救急企画室」という。）は、「救急業務のあり

方に関する検討会」(以下「検討会」という。）を開催する。 

（目 的） 

第２条 今後も見込まれる救急需要の増大に対し、救急業務のあり方全般につ

いて、必要な研究・検討を行い、救命効果の向上を図ることを目的とする。 

（検討会） 

第３条  検討会は、次項に掲げる委員をもって構成する。 

２ 委員は、関係各行政機関の職員及び救急業務に関し学識のある者のうちか

ら、消防庁長官が委嘱する。 

３ 検討会には、座長を置く。座長は、委員の互選によって選出する。  

４ 座長は検討会を代表し、会務を総括する。 

５ 座長に事故ある時は、座長が指定した委員がその職務を代行する。 

６ 検討会には、委員の代理者の出席を認める。 

（ワーキンググループ） 

第４条 座長は、必要に応じ検討会にワーキンググループ（以下「ＷＧ」とい

う。）を置くことができる。 

２  ＷＧの委員は、各関係行政機関の職員及び救急業務に関し学識のある者の

うちから、座長が指名する。 

３ ＷＧには、ＷＧ長を置く。ＷＧ長は、座長が指名する。 

４ ＷＧには、ＷＧ委員の代理者の出席を認める。 

（委員の任期） 

第５条  委員の任期は、平成 28年３月 31日までとするが延長を妨げないもの

とする。  

（運 営） 

第６条 検討会及びＷＧの運営は、救急企画室が行う｡ 

（委 任） 

第７条  この要綱に定めるもののほか、検討会の運営その他ＷＧに関する必要

事項は、座長が定める。 

附 則 

この要綱は、平成 27年６月 17日から施行する。 

  



   

平成 27年度救急業務のあり方に関する検討会委員名簿 

（五十音順） 

浅 利  靖   （北里大学医学部救命救急医学教授） 

阿 真 京 子  （一般社団法人知ろう小児医療守ろう子ども達の会代表） 

有 賀   徹   （昭和大学病院 病院長） 

石 井 正 三   （日本医師会常任理事） 

城 戸 秀 行  （大阪市消防局救急部長） 

坂 本 哲 也  （帝京大学医学部教授） 

迫 田 朋 子  （NHK制作局第 1制作センター文化福祉番組部エグゼクティブディレクター）  

佐 藤 雄一郎  （東京学芸大学社会科学講座准教授） 

島 崎 修 次  （国士舘大学大学院救急システム研究科長） 

鈴 川 正 之  （自治医科大学救急医学講座教授） 

田 邉 晴 山   （救急救命東京研修所教授） 

原 田  潔   （神奈川県安全防災局安全防災部消防課長） 

萬 年 清 隆  （札幌市消防局警防部長） 

安 田 正 信  （東京消防庁救急部長） 

山 口 芳 裕  （杏林大学医学部救急医学教授） 

山 本 保 博  （東和病院院長） 

横 田 順一朗   （堺市立病院機構堺市立総合医療センター副院長）  

横 田 裕 行  （日本医科大学大学院医学研究科外科系救急医学分野教授） 

渡 辺 顕一郎  （奈良県医療政策部長） 

（オブザーバー） 

北 波  孝   （厚生労働省医政局地域医療計画課長）※平成 27 年７月 31日まで 

迫 井 正 深  （厚生労働省医政局地域医療計画課長）※平成 27 年 8月 1日から 


